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(57)【要約】
【課題】複数台の機器の運転パターンを把握し、当該運
転パターンの長期運転の可能性などを予測する機器運転
パターン管理方法を提供する。
【解決手段】コンピュータシステムにより複数台の機器
全体の運転パターンを把握し、当該運転パターンの継続
傾向を予測する機器運転パターン管理方法であって、前
記コンピュータシステムでは、前記各機器にそれぞれ異
なる２n-1の数値を予め割り当てておき、前記各機器に
おいて起動状態にあるもの全てに対応する前記数値を加
算することにより運転パターン値を算出して出力する機
器機起動加算ステップＳ１０１と、前記運転パターン値
を前記コンピュータシステム内の記憶域に記憶する運転
パターン記憶ステップＳ１０２と、前記運転パターンの
継続傾向を予測する運転パターン判定ステップＳ１０６
とを実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータシステムにより、複数台の機器全体の起動・停止状態を表す運転パターン
を把握し、当該運転パターンの継続傾向を予測する機器運転パターン管理方法であって、
　前記コンピュータシステムでは、前記各機器に、前記各機器を識別する数値としてそれ
ぞれ異なる２n-1（ｎは１～前記機器の台数を満たす整数）の数値を予め割り当てておき
、
　前記コンピュータシステムが、前記各機器のそれぞれの起動状態を示す信号を入力とし
て、前記各機器のうち起動状態にあるもの全てに対応する前記数値を加算することにより
、前記運転パターンを表す数値である運転パターン値を算出して出力する機器起動加算ス
テップと、
　前記運転パターン値を、前記コンピュータシステム内の記憶域に記憶する運転パターン
記憶ステップと、
　前記運転パターンの継続傾向を予測する運転パターン判定ステップとを実行し、
　前記運転パターン判定ステップでは、
　前記記憶域内における、前記運転パターン値に対応する前記運転パターンの成立回数を
記憶するカウンタを加算するパターン成立回数加算ステップと、
　タイマー処理による所定の期間の経過後、前記記憶域内における、前記運転パターン値
に対応する前記運転パターンの長期成立回数を記憶するカウンタを加算するパターン長期
成立回数加算ステップと、
　前記運転パターンの長期成立回数を記憶するカウンタの値を、前記運転パターンの成立
回数を記憶するカウンタの値で除算して前記運転パターンの長期運転率を求める長期運転
率算出ステップと、
　前記長期運転率を所定の値と比較することにより当該運転パターンの継続傾向を予測す
る継続傾向予測ステップとを実行することを特徴とする機器運転パターン管理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の機器運転パターン管理方法において、
　前記運転パターン記憶ステップでは、所定の数分の前記運転パターン値のみ記憶するも
のとし、前記記憶域に前記運転パターン値を記憶するための空き領域がない場合には、前
記運転パターン値の記憶を行わず、
　さらに、前記コンピュータシステムが、所定の期間毎に、前記運転パターンの成立回数
を記憶するカウンタの値が所定の値に満たないものについて、該当の前記運転パターンに
関するデータを記憶している前記記憶域の領域を開放して空き領域とする少数カウンタリ
セットステップを実行することを特徴とする機器運転パターン管理方法。
【請求項３】
　コンピュータシステムとＰＬＣとを有し、複数台の電動機および複数台の自家発電設備
を備える工場設備において前記各自家発電設備の起動を制御して商用電力との併用運転を
行う制御システムにおける負荷配分予測制御方法であって、
　前記ＰＬＣが、前記各自家発電設備による発電電力量が所定の電力量以上であるか、ま
たは、前記各電動機の合計負荷が所定の電力量以上であるかの自家発電設備起動条件を判
定する自家発電設備起動条件判定ステップを実行し、
　前記コンピュータシステムが、前記各電動機を対象の機器として請求項１に記載の機器
運転パターン管理方法を実行することにより、前記各電動機の起動・停止状態を表す運転
パターンを把握し、さらに、前記自家発電設備起動条件が満たされている場合に当該運転
パターンの継続傾向を予測し、
　当該運転パターンの継続傾向が高いと予測された場合に、前記自家発電設備の起動指令
を前記ＰＬＣに対して行う起動指令ステップを実行し、
　前記ＰＬＣが、前記コンピュータシステムからの起動指令に基づいて、前記自家発電設
備の起動を行う自家発電設備起動ステップを実行することを特徴とする負荷配分予測制御
方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工場設備等における複数台の機器の運転傾向を予測する技術に関し、特に、
複数台の電動機（負荷）および自家発電設備を備える工場設備において、電動機の運転傾
向を予測して自家発電設備の効率的な運用を行う制御方法に適用して有効な技術に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　自家発電設備（ディーゼル発電機等）を有する工場設備等においては、近年の燃料高騰
や、エネルギー資源の有効利用の要請から、自家発電設備の効率的な運用を行うことが必
要とされている。
【０００３】
　自家発電設備を有する工場設備においては、一般的に商用電力（買電）と自家発電設備
の併用運転を行っている。この場合、商用電力は契約電力を取り決めており、その契約電
力条件を守る必要がある。ここで、契約電力条件は基本的に３０分区切りの積算電力管理
であり、買電の場合は一般的に電力量の上限規制である。
【０００４】
　また、自家発電設備は１台以上の複数台有するのが一般的である。この自家発電設備は
、工場設備内の負荷（電力需要）が予め決められた一定の値以上になると自動的に起動し
、予め決められた一定の値以下になると自動的に停止する運転を複数台で繰り返している
。この工場設備内の負荷は、工場設備内に設置されている多数の電力需要機器（電動機等
）のそれぞれの起動・停止によって変動する。
【０００５】
　自家発電設備が起動・停止を繰り返し、１回あたりの運転期間が短期間となるような状
況では、自家発電設備による燃料消費は効率的ではなく、また、低い負荷での運転と高い
負荷での運転でも燃料消費の効率は大きく異なる（低い負荷での運転では効率が悪い）。
従って、自家発電設備の効率的な運用を行うには、工場設備内の将来的な負荷（電力需要
）を予測し、予測結果に基づいて自家発電設備の起動を許可するような運用を行う必要が
ある。
【０００６】
　電力需要量を予測する技術としては様々なものが提案されており、例えば、特開２００
４－１２９３２２号公報（特許文献１）には、工場の多数の製造ラインを電力使用量と電
力使用量変動の大小によって複数のパターンに分類し、各製造ラインの操業スケジュール
に基づいて各パターンの特性に合わせて電力需要を予測し、これらを合計することによっ
てトータル電力需要の予測値を求める技術が開示されている。また、特開２０００－２１
７２５３号公報（特許文献２）には、予め入力された各工場別の操業計画を、各工場別の
時々刻々と変化する操業実績に基づいて補正し、補正した操業計画に基づいて各工場別の
未来所定時間内の使用電力量を予測する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－１２９３２２号公報
【特許文献２】特開２０００－２１７２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　工場設備内に多数の電力需要機器（電動機等）が存在し、これらが例えば、操業スケジ
ュールに従ってというよりも、業務の状況に応じて柔軟に、それぞれ個別に起動・停止を
行うような場合には、工場設備内のどの機器が現在稼動しているかという起動・停止状態
のパターン（運転パターン）も膨大な数になる。従って、機器の現在の運転パターンがど
うなっているかを認識して把握することは困難であり、従来技術による電力需要量予測を
適用することは難しい。
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【０００８】
　また、現在の運転パターンが将来的にどの程度継続するのかの予測も困難である。その
結果、例えば、自家発電設備を起動させた場合に、その運転期間が短期間となるのか長期
間となるのかの予測も難しく、運転パターンが変化する中で、最適なタイミングで自家発
電設備を起動して効率的な運用を行うということは難しい。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、複数台の機器（電動機）の起動・停止状態のパターン（運転パ
ターン）を把握し、当該運転パターンの長期運転の可能性、すなわち継続傾向を予測する
機器運転パターン管理方法、および当該機器運転パターン管理方法によって工場設備内の
電動機の運転パターンの長期運転の可能性を予測して、自家発電設備の効率的な運用を行
う負荷配分予測制御方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００１２】
　本発明の代表的な実施の形態による機器運転パターン管理方法は、コンピュータシステ
ムにより、複数台の機器全体の起動・停止状態を表す運転パターンを把握し、当該運転パ
ターンの継続傾向を予測する機器運転パターン管理方法であって、前記コンピュータシス
テムでは、前記各機器に、前記各機器を識別する数値としてそれぞれ異なる２ｎ－１（ｎ
は１～前記機器の台数を満たす整数）の数値を予め割り当てておき、前記コンピュータシ
ステムが、前記各機器のそれぞれの起動状態を示す信号を入力として、前記各機器のうち
起動状態にあるもの全てに対応する前記数値を加算することにより、前記運転パターンを
表す数値である運転パターン値を算出して出力する機器起動加算ステップと、前記運転パ
ターン値を、前記コンピュータシステム内の記憶域に記憶する運転パターン記憶ステップ
と、前記運転パターンの継続傾向を予測する運転パターン判定ステップとを実行し、前記
運転パターン判定ステップでは、前記記憶域内における、前記運転パターン値に対応する
前記運転パターンの成立回数を記憶するカウンタを加算するパターン成立回数加算ステッ
プと、タイマー処理による所定の期間の経過後、前記記憶域内における、前記運転パター
ン値に対応する前記運転パターンの長期成立回数を記憶するカウンタを加算するパターン
長期成立回数加算ステップと、前記運転パターンの長期成立回数を記憶するカウンタの値
を、前記運転パターンの成立回数を記憶するカウンタの値で除算して前記運転パターンの
長期運転率を求める長期運転率算出ステップと、前記長期運転率を所定の値と比較するこ
とにより当該運転パターンの継続傾向を予測する継続傾向予測ステップとを実行すること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１４】
　本発明の代表的な実施の形態によれば、複数台の機器の起動・停止状態のパターン（運
転パターン）を把握して統計的に管理することができるため、当該運転パターンの長期運
転の可能性を予測することが可能となる。また、本発明の代表的な実施の形態によれば、
自家発電設備を有する工場設備等において、複数台の電動機の運転パターンの長期運転の
可能性を予測することが可能となり、長期運転の可能性が高い場合のみ自家発電設備の起
動を許可することで、自家発電設備の効率的な運用を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明
は省略する。
【００１６】
　＜実施の形態＞
　以下では、本発明の一実施の形態である機器運転パターン管理方法および、当該機器運
転パターン管理方法を用いた負荷配分予測制御方法を適用した負荷配分予測制御システム
について説明する。
【００１７】
　本実施の形態の負荷配分予測制御システムは、ディーゼル発電機（以下ではＤＧ（Dies
el Generator）と記載する場合がある）等の自家発電設備を複数台備え、かつ、複数台の
電動機等の電力需要機器を有する工場設備において、商用電力と自家発電設備の併用運転
を行う際に、電動機の起動・停止のパターン（運転パターン）を認識して、当該運転パタ
ーンの長期運転の可能性を予測する。この情報に基づいて、長期運転の可能性が高い場合
にのみ自家発電設備の起動を許可する。また、商用電力と自家発電設備のコスト比較等も
行い、状況に応じて自家発電設備に対する起動・停止の指令を行って制御することにより
、自家発電設備の効率的な運用を行うものである。
【００１８】
　図４は、本実施の形態の負荷配分予測制御システムの構成例の概要を示した図である。
負荷配分予測制御システム４００は、ＰＣ（Personal Computer）４１０、およびＰＬＣ
（Programmable Logic Controller）４３０を備える構成となっている。ＰＣ４１０は、
図示しないＣＰＵ（中央演算装置）や、メモリ、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、通信イン
タフェースなどを有する一般的なコンピュータシステムであり、さらに、ユーザに対して
負荷配分予測制御システム４００に対する入出力を行うための画面を表示するディスプレ
イ４４０が接続されている。
【００１９】
　ＰＣ４１０のＨＤＤには、負荷配分予測制御システム４００上の種々の処理を実行する
負荷配分予測制御プログラム４２０が格納されている。負荷配分予測制御プログラム４２
０は、ＰＣ４１０のＨＤＤからメモリに読み込まれ、ＣＰＵによって実行される。
【００２０】
　負荷配分予測制御プログラム４２０は、機能的に、例えば、運転パターン管理部４２１
、電力管理部４２２、ＤＧ管理部４２３、電動機管理部４２４などに分かれて実装されて
いてもよい。ここで、運転パターン管理部４２１は、工場設備内の管理対象の全電動機の
起動・停止のパターン（運転パターン）を認識して記憶し、運転パターン毎の長期運転の
可能性を統計的に予測する処理などを行う。
【００２１】
　電力管理部４２２は、商用電力および自家発電設備の電力量と電動機の負荷量の管理な
どを行い、また、商用電力の単価と、燃料単価から換算した自家発電設備の電力単価との
コスト比較の処理も行う。ＤＧ管理部４２３は、各自家発電設備の起動状況、運転時間な
どの管理を行う。電動機管理部４２４は、各電動機の起動状況や負荷量の管理などを行う
。
【００２２】
　ＰＬＣ４３０は、工場設備の機器などのシーケンス制御を行う制御装置であり、ＰＣ４
１０とネットワーク４５１により接続され、ＰＣ４１０からの指令に基づいて、図示しな
い自家発電設備に対して起動・停止指令を行う。また、既に工場設備内に設置され、図示
しない自家発電設備や電動機の制御を行っている既設ＰＬＣ４６０とネットワーク４５２
により接続され、既設ＰＬＣ４６０から各機器の起動信号や、発電量などの情報を取得し
てＰＣ４１０に伝達する。本実施の形態の構成例では、既設ＰＬＣ４６０からこれら情報
を取得しているが、ＰＬＣ４３０が直接取得してもよい。なお、ネットワーク４５１、４
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５２にはＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）などが用いられる。
【００２３】
　次に、本実施の形態の負荷配分予測制御システム４００における処理の内容について説
明する。図１は、本実施の形態の負荷配分予測制御システム４００における負荷配分予測
制御処理の概要を示したフローチャートの例である。ここでの処理は、ＰＣ４１０で稼動
する負荷配分予測制御プログラム４２０が、工場設備内に多数設置されている電動機から
の起動信号をＰＬＣ４３０を介して受信した際に、当該時点での全電動機の起動・停止の
パターン（運転パターン）を認識し、当該運転パターンの長期運転の可能性を予測する。
当該予測結果およびその他の条件に応じて、ＰＬＣ４３０において自家発電設備を起動す
る必要があるか否かを判定し、必要であれば自家発電設備の起動を行うという処理を実行
するものである。
【００２４】
　まず、工場設備内のいずれかの電動機が起動すると、図４における既設ＰＬＣ４５２お
よびＰＬＣ４３０を介して、ＰＣ４１０で稼動する負荷配分予測制御プログラム４２０に
送信される起動信号がＯＮとなり、電動機管理部４２４によって、電動機の運転パターン
を表す数値である運転パターン値を出力する電動機起動加算処理が実行される（Ｓ１０１
）。
【００２５】
　図５は、電動機起動加算処理（Ｓ１０１）の例について概要を説明する図である。ここ
では、工場設備内にｎ台の電動機が設置されている場合を例としている。各電動機が起動
すると、当該電動機が起動している間は、当該電動機についての起動信号がＯＮとなって
電動機管理部４２４に入力される。
【００２６】
　電動機管理部４２４では、ｎ台の電動機の１台毎にそれぞれ１、２、４、８、１６、…
、２n-1のように、各電動機を識別する数値としてそれぞれ異なる２m（ｍ＝０～ｎ―１）
の数値を割り当てておく。ここで、各電動機の起動信号がＯＮの場合は当該電動機に割り
当てられた２mの数値、ＯＦＦの場合は０を、全電動機について加算演算して得られた値
を現在の運転パターン値として出力する。なお、上記とは逆に、各電動機の起動信号がＯ
Ｎの場合は０、ＯＦＦの場合は当該電動機に割り当てられた２mの数値を加算するように
してもよい。
【００２７】
　このようにすることで、得られた運転パターン値を２進数として考えた場合に、各電動
機の起動状況が、２進数において対応する桁（２mを表す桁）のビットのＯＮ／ＯＦＦで
表されることになるため、工場設備内の全電動機の起動・停止状況の任意の組み合わせに
対して、これを一意に特定可能なユニークな数値を得ることができる。これにより、運転
パターン値の数値によって理論上は無限大の運転パターンを識別して管理することが可能
となる。
【００２８】
　ただし、電動機の台数が多数となりｎが大きくなった場合は、運転パターン値は非常に
大きな数値となり、実際はコンピュータシステム上で仕様上取り扱うことが可能な数値デ
ータの桁数に対してオーバーフローしてしまう。そこで、本実施の形態の負荷配分予測制
御システム４００では、各電動機に割り当てられた各電動機を識別する数値（１、２、４
、８、１６、…）を１０進数による文字列データ（“１”、“２”、“４”、“８”、“
１６”、…）として取り扱い、文字列データについて加算演算を行うことで運転パターン
値を得るものとする。
【００２９】
　文字列データによる加算演算は、例えば、各桁について文字数字を数値データに変換し
、下位の桁からの繰り上がりを考慮して加算を行い、加算結果の数値データを文字数値に
変換するという処理を、最下位の桁から最上位の桁まで繰り返すことで実現できる。これ
により、運転パターン値の数値を文字列データとして取り扱うことができ、オーバーフロ
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ーを回避することができる。
【００３０】
　次に、図１の電動機起動加算処理（Ｓ１０１）にて取得された運転パターン値に基づい
て、負荷配分予測制御プログラム４２０の運転パターン管理部４２１によって、運転パタ
ーンをＰＣ４１０内の記憶域（ＨＤＤもしくはメモリ）に記憶する運転パターン記憶処理
を実行する（Ｓ１０２）。
【００３１】
　図２は、運転パターン記憶処理（Ｓ１０２）の概要を示したフローチャートの例である
。まず、所定の処理を契機として起動される少数カウンタリセット処理（Ｓ２０１）によ
って、ＰＣ４１０内の記憶域において、運転パターンに関するデータ（運転パターンおよ
びカウンタ）を記憶している領域のうち、成立頻度の少ない運転パターンについての領域
がリセット（開放）されて空き領域となる。なお、少数カウンタリセット処理（Ｓ２０１
）については後述する。また、少数カウンタリセット処理（Ｓ２０１）とは別に、負荷配
分予測制御システム４００のイニシャライズ処理によっても記憶域の領域がリセットされ
る。
【００３２】
　ここで、ＰＣ４１０内の記憶域において運転パターンに関するデータを記憶する領域に
ついては、全ての運転パターンに関するデータを記憶するようにするとデータ量が膨大と
なり、管理も難しくなる。そこで、本実施の形態の負荷配分予測制御システム４００では
、成立頻度の多い運転パターンから順に所定のパターン数（例えば５０パターン）だけデ
ータを記憶するものとする。このとき、上記所定のパターン数は、工場設備内の電動機の
数や運用状況などに応じてＰＣ４１０上での操作により変更可能とし、また、上記所定の
パターン数分のデータを記憶する領域は、予め記憶域に確保しておくものとする。
【００３３】
　運転パターン記憶処理（Ｓ１０２）では、運転パターンを記憶する際に、ＰＣ４１０に
予め確保されている記憶域に、当該運転パターンを記憶するための空き領域があるか否か
を確認し（Ｓ２０２）、さらに、既に記憶済みの運転パターンに当該運転パターンと同じ
ものが記憶されているか否かを運転パターン値の文字列データの比較により確認する（Ｓ
２０３）。
【００３４】
　記憶域に空き領域がない場合、もしくは、既に記憶済みの運転パターンに当該運転パタ
ーンと同じものが記憶されている場合は、運転パターン記憶処理（Ｓ１０２）を終了する
。記憶域に空き領域があり、かつ既に記憶済みの運転パターンに当該運転パターンと同じ
ものが記憶されていない場合は、当該空き領域に当該運転パターンの運転パターン値を記
憶し（Ｓ２０４）、運転パターン記憶処理（Ｓ１０２）を終了する。
【００３５】
　次に、図１のフローチャートにおいて、負荷配分予測制御プログラム４２０の運転パタ
ーン管理部４２１によって、現在の運転パターン値が、記憶域に記憶されている運転パタ
ーン値のいずれかと一致するか否かを、運転パターン値の文字列データの比較により判定
する（Ｓ１０３）。記憶域に現在の運転パターン値と一致する運転パターン値が記憶され
ていない場合には、当該運転パターンは長期運転となる可能性が低いと判断して、ステッ
プＳ１１１の判定に進む。すなわち、運転パターンに基づく自家発電設備の新たな起動は
行わない。
【００３６】
　また、別途、ＰＬＣ４３０によって、自家発電設備を起動するための必要条件の１つを
満足しているか否かを判定する、ＤＧ起動条件判定処理（Ｓ１０４）を実行する。この処
理では、新たに自家発電設備を起動するための必要条件の１つとして、工場設備内の全自
家発電設備による現在の発電電力量が所定の電力量以上であるか、または、工場設備内の
起動中の全電動機の合計負荷が所定の電力量以上である場合に、上記必要条件（以下では
「ＤＧ起動条件」と記載する）を満足していると判定する。この条件は、低負荷で自家発
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電設備を運転した場合には燃料効率が低くなることから、一定量以上の負荷がある場合に
のみ自家発電設備を起動するために設けている。
【００３７】
　次に、負荷配分予測制御プログラム４２０の運転パターン管理部４２１によって、ステ
ップＳ１０４によるＤＧ起動条件が満たされているか否かを判定し（Ｓ１０５）、満たさ
れていない場合にはステップＳ１１１の判定に進む。ＤＧ起動条件が満たされている場合
は、負荷配分予測制御プログラム４２０の運転パターン管理部４２１によって、現在の運
転パターンの長期運転の可能性を予測する、運転パターン判定処理（Ｓ１０６）を行う。
【００３８】
　図３は、運転パターン判定処理（Ｓ１０６）の概要を示したフローチャートの例である
。まず、当該運転パターンについての成立回数を加算するパターン成立回数加算処理（Ｓ
３０１）を実行する。ここでは、ＰＣ４１０内の記憶域に各運転パターンの運転パターン
値とそれぞれ関連付けて保持しているカウンタに、当該運転パターンの成立回数を１加算
する。次に、前述した少数カウンタリセット処理（Ｓ２０１）を実行して、成立頻度の少
ない運転パターンについての領域をリセット（開放）する。
【００３９】
　少数カウンタリセット処理（Ｓ２０１）では、所定の期間（例えば１ヶ月）毎に、ＰＣ
４１０の記憶域に記憶されている各運転パターンの成立回数のカウンタの値が所定の値（
例えば１０）に満たない場合に、当該運転パターンに関するデータを記憶している領域を
リセット（開放）する処理を行う。これにより、成立頻度の少ない運転パターンについて
は、長期運転の可能性の予測対象から除外することを可能とする。
【００４０】
　なお、上記の処理によると、一旦成立回数のカウンタの値が所定の値を超えた運転パタ
ーンについて、その後当該運転パターンの成立がなくなってしまった場合であっても、成
立頻度が少ないとして当該運転パターンがリセットされることがなくなり、当該運転パタ
ーンに関するデータが残ってしまう。そこで、例えば、定期的に全運転パターンについて
の成立回数のカウンタ値をそれぞれ１／２倍するなどして圧縮したり、最後にカウンタを
更新してからの経過期間によって強制的にリセット処理を行ったりなどして、成立しなく
なってしまった運転パターンに関するデータを記憶している領域の整理を行うようにして
もよい。
【００４１】
　上記のパターン成立回数加算処理（Ｓ３０１）とは非同期に、タイマー処理（Ｓ３０２
）により所定の期間経過させた後、当該運転パターンについての長期運転の成立回数を加
算するパターン長期成立回数加算処理（Ｓ３０３）を実行する。ここで、タイマー処理（
Ｓ３０２）により経過させる時間は、当該運転パターンについて、当該時間以上運転が継
続した場合には長期運転として判断するという時間（例えば１０分～３０分程度の間の任
意の値）を設定する。この時間は、例えば各運転パターンに含まれる電動機の種類によっ
て異なる値が設定されるようにしてもよい。
【００４２】
　なお、長期運転の成立回数を記憶するカウンタは、パターン成立回数加算処理（Ｓ３０
１）で使用する成立回数のカウンタとは別に設け、長期運転が成立する毎にカウンタの値
を１加算する。また、タイマー処理（Ｓ３０２）中に当該運転パターンが別の運転パター
ンに切り替わってしまった場合は、パターン長期成立回数加算処理（Ｓ３０３）は実行さ
れず、長期運転の成立回数を記憶するカウンタは加算されない。
【００４３】
　次に、パターン成立回数加算処理（Ｓ３０１）、もしくはパターン長期成立回数加算処
理（Ｓ３０３）の実行後、上述した当該運転パターンについての成立回数のカウンタの値
と、長期運転の成立回数のカウンタの値とに基づいて、長期運転率を求める長期運転率算
出処理（Ｓ３０４）を実行する。具体的には、当該運転パターンについての長期運転の成
立回数のカウンタの値を、当該運転パターンの成立回数のカウンタの値で除算して算出す
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る。
【００４４】
　次に、得られた長期運転率に基づいて当該運転パターンの長期運転の可能性を予測する
、継続傾向予測処理（Ｓ３０５）を実行する。長期運転率算出処理（Ｓ３０４）で得られ
た長期運転率が所定の割合（例えば６０％～８０％程度の間の任意の値）以上である場合
に、当該運転パターンは長期運転の可能性が高い、すなわち継続する傾向が高いと予測す
る。当該運転パターンの場合に自家発電設備を起動した場合は、自家発電設備も長期間運
転となり、効率のよい運転となることが想定される。
【００４５】
　なお、上述のように、運転パターン判定処理（Ｓ１０６）においては、運転パターン値
と、当該運転パターンの成立回数、長期運転の成立回数は統計的数値として管理されるこ
とになる。従って、データのサンプル数が多いほど、すなわち、本実施の形態の負荷配分
予測制御システム４００によって運用する時間が長くなるほど、長期運転の可能性の予測
精度が上がることになり、いわば学習機能として機能する。また、本実施の形態では、運
転パターン毎の長期運転率を算出して判断しているが、さらに、これまでの運転パターン
の長期運転率の遷移などを考慮して判断するような手法とすることもできる。以上で、運
転パターン判定処理（Ｓ１０６）を終了する。
【００４６】
　図１のフローチャートにおいては、別途、負荷配分予測制御プログラム４２０の電力管
理部４２２によって、商用電力の単価と自家発電設備の電力単価とをコスト比較するＤＧ
起動優先判定処理（Ｓ１０７）を実行している。ここでは、商用電力による電力量と全自
家発電設備による発電電力量との合計、および、自家発電設備の起動台数、自家発電設備
の効率曲線、燃料単価から、自家発電設備によった場合の電力単価を算出する。算出した
自家発電設備の電力単価が商用電力の単価よりも安価な場合は、自家発電設備の起動を優
先するという判定結果となる。
【００４７】
　次に、負荷配分予測制御プログラム４２０の運転パターン管理部４２１によって、自家
発電設備の起動指令を行う起動指令処理（Ｓ１０８）を実行する。ここでは、上述の運転
パターン判定処理（Ｓ１０６）による当該運転パターンの長期運転の可能性の予測、およ
び、上述のＤＧ起動優先判定処理（Ｓ１０７）による自家発電設備の起動を優先する判定
のいずれかが満たされていれば、ＰＬＣ４３０に対して自家発電設備の起動指令を送信す
る。また、いずれも満たされていない場合には自家発電設備の起動指令を送信しない。
【００４８】
　また、別途、負荷配分予測制御プログラム４２０の電力管理部４２２によって、商用電
力の電力量が契約電力量を超えそうな場合に、安全のために自家発電設備を強制的に起動
する指令を行うＤＧ強制起動指令処理（Ｓ１０９）を実行している。ここでは、商用電力
の電力量を３０分周期で積算管理し、この値と契約電力量との差分が所定の値未満になっ
た場合には、ＰＬＣ４３０に対して強制的に自家発電設備の起動指令を送信する。
【００４９】
　また、別途、ＰＬＣ４３０によって、突発的・偶発的な電動機の電力需要に対応するた
め、安全のために予め自家発電設備を起動する指令を行う事前ＤＧ起動指令処理（Ｓ１１
０）を実行している。ここでは、例えば、現在起動中の電動機の電力（負荷）の合計と、
停止中の電動機のうちの最大の電力とから最大予測電力を求め、この最大予測電力の値と
、商用電力の電力量、契約電力量、および現在の全自家発電設備による発電電力量とから
所定の手順による算出される値との差分が所定の値以下になった場合には、強制的に自家
発電設備の起動指令を行う。
【００５０】
　ＰＬＣ４３０において、上述の起動指令処理（Ｓ１０８）、ＤＧ強制起動指令処理（Ｓ
１０９）、事前ＤＧ起動指令処理（Ｓ１１０）のいずれかの起動指令を受信した場合には
（Ｓ１１１）、ＰＬＣ４３０は、自家発電設備に対して指令を行って起動し（Ｓ１１２）
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、負荷配分予測制御処理を終了する。
【００５１】
　なお、ＤＧ起動指令処理（Ｓ１１２）において、複数台の自家発電設備がある場合には
、そのうちの１台を選択して起動することができる。その際、例えば負荷配分予測制御プ
ログラム４２０のＤＧ管理部４２３において、自家発電設備毎に起動・停止時間に基づい
て累積運転時間を算出してカウンタに記憶しておき、累積運転時間の少ない自家発電設備
を優先的に起動することで、各自家発電設備にかかる負担が均等になるようにしてもよい
。
【００５２】
　起動した自家発電設備については、例えば、ＰＬＣ４３０によって、自家発電設備の１
台当たりの発電電力量を算出し、この値が所定の値以下になった場合には、自家発電設備
に対して指令を行って停止させるなどの方法をとることができる。これにより、自家発電
設備が低い負荷で効率の悪い状態での運転を継続することを回避することができる。
【００５３】
　以上に説明したように、本実施の形態の負荷配分予測制御システム４００、および負荷
配分予測制御システム４００に実装されている機器運転パターン管理方法によれば、自家
発電設備を有する工場設備等において、多数の電動機の起動・停止状態のパターン（運転
パターン）を把握して統計的に管理することができるため、当該運転パターンの長期運転
の可能性、すなわち継続傾向を予測することが可能となる。また、これにより、長期運転
の可能性が高い場合にのみ自家発電設備の運転を行うことが可能となり、自家発電設備の
短期間での起動・停止を回避し、効率的な運用を行うことが可能となる。
【００５４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００５５】
　例えば、本実施の形態における機器運転パターン管理方法では、工場設備の多数の電動
機を対象としているが、これに限らず、例えばネットワークに接続された多数のコンピュ
ータ搭載機器など、独立して起動・停止を繰り返す多数の機器の稼働状況・運転パターン
を、１つの拠点において把握・管理するシステムに用いることができる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、複数台の機器の運転パターンの長期運転の可能性を予測して
いるが、逆に短期間で終了する運転パターンの傾向を把握したり、さらに詳細な統計的処
理を行うことにより、機器間の相性や影響を分析したり、各機器の稼動状況の位置的分布
を把握して分析したりするような用途に応用することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、複数台の電動機（負荷）および自家発電設備を備える工場設備において、電
動機の運転傾向を予測して自家発電設備の効率的な運用を行う制御システムに利用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施の形態の負荷配分予測制御システムにおける負荷配分予測制御処
理の概要を示したフローチャートの例である。
【図２】本発明の一実施の形態における運転パターン記憶処理の概要を示したフローチャ
ートの例である。
【図３】本発明の一実施の形態における運転パターン判定処理の概要を示したフローチャ
ートの例である。
【図４】本発明の一実施の形態の負荷配分予測制御システムの構成例の概要を示した図で
ある。
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【図５】本発明の一実施の形態における電動機起動加算処理の例について概要を説明する
図である。
【符号の説明】
【００５９】
　４００…負荷配分予測制御システム、４１０…ＰＣ、４２０…負荷配分予測制御プログ
ラム、４２１…運転パターン管理部、４２２…電力管理部、４２３…ＤＧ管理部、４２４
…電動機管理部、４３０…ＰＬＣ、４４０…ディスプレイ、４５１、４５２…ネットワー
ク、４６０…既設ＰＬＣ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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